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ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成され

たものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにそ

の訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようにお願いいたします。 
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資金の借入れ（借入先及び借入金額の決定）に関するお知らせ 

 

エスコンジャパンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年１月 10 日付「資金の

借入れに関するお知らせ」にて実行予定の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関して、以下のとお

り決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 本借入れの内容 

区分 

（注１） 借入先 借入金額 

（百万円） 

利率 

（注２） 借入予定日 
返済期限 

（注４） 

返済 

方法 

（注５） 
摘要 

短期 
借入金 

株式会社 

みずほ銀行 373 

基準金利 

＋0.20％

（注３） 

2020年 

２月４日 

2021年 

１月末日 

期限 

一括 

弁済 

有担保 

無保証

（注６） 長期 
借入金 

株式会社 

みずほ銀行 1,461 

基準金利 

＋0.35％

（注３） 

2020年 

２月４日 

2024年 

１月末日 

株式会社 

福岡銀行 500 

株式会社 

百五銀行 500 

株式会社 

イオン銀行 400 

三井住友信託

銀行株式会社 
300 

株式会社 

りそな銀行 
300 

株式会社 

みなと銀行 
300 

株式会社 

愛知銀行 
300 

株式会社 

中京銀行 
300 

みずほ信託 

銀行株式会社 
300 

株式会社 

池田泉州銀行 200 
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ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成され

たものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにそ

の訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようにお願いいたします。 

（注１）短期借入金とは借入実行日から返済期限までが１年以下、長期借入金とは借入実行日から返済期限までが１年超である借入れをいいま

す。以下、同じです。 

（注２）上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 

（注３）基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する３ヶ月日本円TIBORをいいます。利払期日は、2020年４月末日を初回とし、

以降毎年１月、４月、７月及び10月の各末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が銀行営業日以外の場合には、その翌営業日、か

かる営業日が翌月となる場合は前営業日となります。各利払期日の計算期間に対応する基準金利は、初回は借入日の２営業日前、その

後は当該利息計算期間の直前の利払期日の２営業日前に決定します。一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する３ヶ月日本円TIBOR

については、一般社団法人全銀協TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます。 

（注４）返済期限が銀行営業日以外の場合には、その翌営業日、かかる営業日が翌月となる場合は前営業日となります。 

（注５）上記借入実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の全

部又は一部を期限前弁済することができます。 

（注６）本投資法人は、2020年１月10日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」にて公表した取得予定資産３物件（以下

「取得予定資産」といいます。）の取得のために上記借入先との間で資金借入れに関する基本合意書を締結し、当該基本合意書に基づき、

本書に基づく本募集の完了の直後までの期間において、上記借入先との間でローン契約を締結することとなります。かかるローン契約

において、本投資法人の取得済み並びに取得を予定する信託受益権に対し本投資法人を質権設定者とする根質権の設定が予定されてお

り、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持すること等の財務制限が設定されることとなります。 

（注７）かかる借入れは、借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前提条件をすべて充足す

ること等を条件とします。 

 

2. 本借入れの理由 

取得予定資産（注）の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。 

（注） 取得予定資産の概要については、2020年１月10日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期 

（1） 調達する資金の額 

 5,234百万円 

（2） 調達する資金の具体的な使途 

取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当予定です。 

（3） 支出時期 

 2020年２月４日 

 

4. 本借入れ後の借入金等の状況 

（単位：百万円） 

 本件実行前 本件実行後 増減 

短期借入金 － 373 373 

長期借入金 19,820 24,681 4,861 

借入金合計 19,820 25,054 5,234 

投資法人債 － － － 

借入金及び投資法人債の合計 19,820 25,054 5,234 

その他有利子負債 － － － 

有利子負債合計 19,820 25,054 5,234 

 

5. その他 

本借入れに関わるリスクに関しては、2020年１月 10日付で提出した有価証券届出書の「投資リスク」に

記載のとおりです。 

 

以上 
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